
 
 

 
 

 
 

1頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
二
十
七
年
総
務
省
告
示
第
六
十
七
号
（
管
理
規
程
の
細
目
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    



 

2頁 

 

 
 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
細
目
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従

い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

事
業
用
電
気
通
信
設
備

の
設
計
、
工
事
、
維
持
及

び
運
用
に
関
す
る
こ
と 

［
⑴
～
⑽ 

略
］ 

⑾ 

経
年
劣
化
に
よ
る
自
然
故
障
等
を
考
慮
し
た
設
備
の
定
期
的
な
点
検

及
び
検
査
（
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
る
点
検
及
び
検
査
を
含
む
。

）
に
関
す
る
こ
と
（
予
備
設
備
へ
の
切
替
動
作
の
確
認
（
デ
ジ
タ
ル
技

術
の
活
用
に
よ
る
確
認
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。 

⑿ 

設
備
を
設
置
す
る
建
築
物
及
び
空
気
調
和
設
備
の
定
期
的
な
保
全
点

検
（
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
る
点
検
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と

。 

［
⒀
・
⒁ 
略
］ 

［
略
］ 

［
略
］ 

 

［
同
上
］ 

 

一 

事
業
用
電
気
通
信
設
備

の
設
計
、
工
事
、
維
持
及

び
運
用
に
関
す
る
こ
と 

［
⑴
～
⑽ 

同
上
］ 

⑾ 

経
年
劣
化
に
よ
る
自
然
故
障
等
を
考
慮
し
た
設
備
の
定
期
的
な
点
検

及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と
（
予
備
設
備
へ
の
切
替
動
作
の
確
認
に
関
す
る

こ
と
を
含
む
。
）
。 

 

⑿ 

設
備
を
設
置
す
る
建
築
物
及
び
空
気
調
和
設
備
の
定
期
的
な
保
全
点

検
に
関
す
る
こ
と
。 

 

［
⒀
・
⒁ 

同
上
］ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



 

 

3頁 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


